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平 成 年
月 日

（火曜日）

自
の
後
国

帰
住
永
び

及
進

国
帰
住
永
に

び
並

支
の

立

留
残

国
中
た
し

山
口
県
規
則
第
五
十
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
七
条
第
三
項
第
三
号
中
「

支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

別
表
の
備
考
２
及
び
別
記
第

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十

県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部

第
五
条
第
二
項
第
三
号
及
び

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

別
表
の
備
考
２
及
び
別
記
第

自
の
後
国

帰
住
永
び

及
進

国
帰
住
永
に

び
並

支
の

立

留
残

国
中
た
し

る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十

山
口
県
規
則
第
四
十
九
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感

す
る
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

律
法
る

す
関

に
援

」
を
「

定
特
び

及
等

人
邦

残
国

中

立
自

の
者
偶

配

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（

改
正
す
る
。

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に

六
号
様
式
の
添
付
書
類
３
中
「

国
中

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

日

山
口

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
三
号
中
「
中
国
残

に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

二
号
様
式
の
添
付
書
類
５
中
「

律
法
る

す
関

に
援

国
中

」
を
「

定
特
び

及
等

人
邦

残
国

中

立
自

の
者
偶

配

日

山
口

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

一

国
帰

な
滑

円
の
等

人
邦

留

る
す

関
に

援
支

の

進
促

の

律
法

」
に
改

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
六
十
三
年
山
口
県
規
則
第
三

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国

改
め
る
。

帰
な

滑
円

の
等
人

邦
留

残
促
の

国

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

県
知
事

村

岡

嗣

政

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

帰
な

滑
円

の
等
人

邦
留

残

滑
円

の
等

人
邦

留

促
の

国

に
援

支
の

進
促

の
国

帰
な

律
法

る
す
関

」
に
改

県
知
事

村

岡

嗣

政

す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
山

め 十の残 公 及び。め 正口

規

則



平

一

成 年 月 日 火曜日

山
理

の
講

山 口

別

び
並

及
進

る
。こ

（定期）県 報

山
麻

の
よ第

支
援

留
邦

第 号

る
。こ麻

講
習
会
の
主
催
者

名

称

公
益
財
団
法
人
理
容

告

口
県
告
示
第
三
百
十
九
号

容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

習
会
を
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

表
の
備
考
２
及
び
別
記
第
六
号
様

の
立

自
の

後
国

帰
住

永
び

た
し

国
帰

住
永

に

に
援

支

人
邦

留
残

国
中

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月

口
県
規
則
第
五
十
一
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細

う
に
改
正
す
る
。

四
条
第
三
項
第
三
号
中
「
中
国
残

に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

示

二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の

習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

山
口
県
知

式
の
添
付
書
類
３
中
「

律
法

る
す

関

留
残

国
中

」
を
「

定
特

び
及

等

邦
留

残
国

中

支
の

立
自

の
者

偶
配

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

山
口
県
知

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

事

村

岡

嗣

政 の
国
帰

な
滑

円
の

等
人
邦

の
国

帰
な

滑
円

の
等
人

促

律
法

る
す

関
に
援

進
促

」
に
改
め

則則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

る
。

こ
こ
に
公
布
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振

公

（
三
三
八
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
六
年
五
月
十
六
日
山
口
県

関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

名

称

公
益
財
団
法

所
在
地

東
京
都
江
東

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
八
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年

講
習
会
を
管
理
美
容
師
資
格
認

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十

一

講
習
会
の
主
催
者

所
在
地

東
京
都
江
東

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
八
千
円

年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
三

興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

告

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

公
告
（
一
五
八
）
に
係
る
大
規
模

。 人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン

区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
二
日

一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会

法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条

定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

日

山
口

区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
二
日

一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会

十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

タ
ー

（
月
曜
日
）
ま
で

館 の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

県
知
事

村

岡

嗣

政

（
月
曜
日
）
ま
で

館

二

働 成下 の

告

示

公

告



平成

地

年 月 日 火曜日

二

山 口 県

一二一

（定期）報

（
三都

関
す

第 号

一二

域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

下
松
市
潮
音
町
六
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

光
市
島
田
二
丁
目
二
三
番
一
〇
号

株
式
会
社
フ
ァ
ノ
ス

人

事

委

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

下
松
市
南
花
岡
三
丁
目

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

下
松
市
南
花
岡
五
丁
目
四
番
二
八

有
限
会
社
松
風
土
地

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

交
通
に
係
る
事
項
、
騒
音
の
発
生

三
九
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
ク

所
在
地

下
関
市
王
喜
本
町
四

意
見
の
概
要

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布山

び
氏
名

員

会

称び
氏
名

号称 に
係
る
事
項
、
街
並
み
づ
く
り

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

山
口
県
知

在
地

コ
ス
モ
ス
王
喜
本
町
店

丁
目
一
〇
四
二
の
二

す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

等
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

村

岡

嗣

政

事

村

岡

嗣

政

三
）
に
」
の
下
に
「
、
就
業
促

則
第
八
十
三
条
の
二
に
規
定
す

起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日

退
職
手
当
支
給
申
請
書
（
別
記

別
記
第
十
一
号
様
式
の
（
第

職
員
の
退
職
手
当
の
支

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
十
五
条
中
「
公
共
職
業
訓

る
。第

二
十
五
条
第
一
項
中
「
同

法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労

着
手
当
（
以
下
「
就
業
促
進
定

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

地
域
手
当
に
関
す
る
規

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
広
島
市
」
を
「
京広

附

則

進
定
着
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手

る
同
一
事
業
主
の
適
用
事
業
に
雇

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内

第
二
十
六
号
様
式
の
四
）
に
」
を

「

間
期

続
勤

一
面
）
中

月
年

給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口

。練
等
受
講
証
明
書
」
を
「
公
共
職

号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業

働
省
令
第
三
号
）
第
八
十
三
条
の

着
手
当
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

日
十
三
号

十
二
号

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
四
十
五
年
山
口
県
人
事
委
員

都
市
島
市
」
に
改
め
る
。

三

当
に
あ
つ
て
は
雇
用
保
険
法
施
行

用
さ
れ
そ
の
職
業
に
就
い
た
日
か

に
就
業
促
進
定
着
手
当
に
相
当
す

加
え
る
。

」
を

す
る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

業
訓
練
等
受
講
申
告
書
」
に
改

促
進
手
当
（
」
の
下
に
「
雇
用
保

四
第
一
項
に
規
定
す
る
就
業
促
進

」
を
、
「
別
記
第
二
十
六
号
様
式

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を

規らる のめ険定の 次

人

事

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日 山 口

別別

（定期）県 報

「

第 号

「

退別

講
受

別
記
第
十
八
号
様
式
の
注
４
中
「

記
第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に

月
年

間
期

続
勤

由
事

職

」
に
改
め
る

記
第
十
五
号
様
式
の
添
付
書
類
２

」
書

告
申

に
改
め
る
。

記
第
十
七
号
様
式
中

」
分

回

を
「

」
分

回
に
改
め

改
め
る
。

。中
「

証
講

受
等

練
訓

業
職

共
公

明

」

る
。

」
をに

改
め
る
。

」
書

を
「

等
練
訓

業
職

共
公

第
式
様
号

第
）
係

関
条

受
等
練

訓
業

職
共

公

）
表

書
告

申
講

四



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 定期）報 第 号
）

裏

数
日
た

つ
な
と
礎
基
の
そ

収
日

月
日

月

め
、
同
様
式
の
裏
の
注
１
中
「

、
は

に
欄

」
を
「

、
は

に
欄

し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

３
、
は

に
欄

に
い

伝
手
は
く

間
期

の
欄

、
は
と
」
い

を
入

収
る
よ

も
の
度
程

第
法

険
保
用
雇

。
う
い
を
の

「

が
受
り

よ
に

病
傷
の

一
同

期 請 申 給 支
付
給

る
き

で

間

期
る

こ
る
け

受
を

付
給

の
間

の
る
す

当
相

に
当
手

病
傷

収 と
う
よ

け
受

を
給

支

を
い
伝

手
は
く
し
若
職
内

た
得

を
入

収
は

又
日
た
し

又
職
内

び
及
額
の
そ
、
日

日
月
日
た

し
を
い
伝
手

は

収

別
記
第
二
十
号
様
式
の
表
中

「

」
を
「

」
に
、
「

」

「

が
受
り

よ
に

病
傷
の

一
同

期 請 申 給 支
付
給

る
き

で

間

期
る

こ
る
け

受
を

付
給

の
間

の
る
す

当
相

に
当
手

病
傷

を
入

と
う

よ
け

受
を
給

支

額
入
収

日
月

日
た
得、
は

欄
欄

」
を
「

、
は

欄

欄

」
に
、
「

欄

」
を
「

欄

え
る
。

し
若

職
内

、
て

い
お

に
中

載
記

に
合
場

た
得

手
は
く

こ
。
と

こ
る

す

働
労
の

己
自

の
項

１
第

条
い

を

と
こ
る

け

き
で
が

と
年

ら
か
日

月
年

当
手
職

退

年
ら

か
日

月
年

年
ら
か
日

月
年

間
期

る
す

額
入
収

日
月

日
た
得

を
入

額
入
収

日
月

日
た
得

を
入 「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

を
「

」
に
、

と
こ
る

け

き
で
が

と
年

ら
か
日

月
年

当
手
職

退

年
ら

か
日

月
年

年
ら
か
日

月
年

間
期

る
す

五

分
日

数
日
礎
基

円

」

欄

」
に
改
め
、
同
注
２
中
「

欄

」
に
改
め
、
同
注
中
３
を
４

内
は

又
合

場
た
し

を
い

伝

、
合

場
の

し
若

職

、
い

伝
手

は
く
し

若
職

内

な
え

い
と

労
就

は
又

職
就

い

」

ま
日

月

間
日

の
で
ま
日

月

日
の

で
ま
日

月

間
日

の
で

基
円

分
日

数
日
礎
基

円

間分
日

数
日
礎

に

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に

ま
日

月

間
日

の
で
ま
日

月

日
の

で
ま
日

月

間
日

の
で

間

を

と 改 、



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報

に
も

も
れ

第 号

別
「「「

た
し

給
受

当
手

」
を
「

た
し

給
受

を

」

、
○

を
の

も
る

す
当

該
の

欄
で

記
第
二
十
六
号
様
式
の
三
中

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

は
又

」
に
、
「

度
支

職
就

用
常

、

に
、
「

る
す

入
記

に
的

体
具

」

む
囲

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次

」
に
、
「

金

又
金

度
支

職
就

用
常

、

及
当

手
職

退
る

す
当

相
に

び

を
「

と
と
る

す
入

記
に

的
体

具

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

」」

は

」
を
「

職
退
る

す
当

相
に

」
を
「

は
又

」
に
、
「

ず
い
の

をに
、

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号
第

４
の

式
様

号
第

着
定

進
促

業
就

）
係

関
条

退
る

す
当

相
に

当
手

）
表

給
支

当
手

職
書

請
申

）
裏

七



平
成
二

平
成
二

平

交

成 年 月 日 火曜日

丁
目

大
内

田
南

山
口

「
、

山

山 口

山
交

山
口表

目
」

（定期）県 報

る
す

も
れ

こ

第 号

別
「「「当

手

十
六
年
九
月
三
十
日
印
刷

十
六
年
九
月
三
十
日
発
行

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所

、
大
内
矢
田
北
三
丁
目
、
大
内
矢

矢
田
南
一
丁
目
、
大
内
矢
田
南
二

五
丁
目
、
大
内
矢
田
南
六
丁
目
、

県
山
陽
小
野
田
警
察
署
の
部
セ
メ

自
由
ケ
丘
」
を
加
え
、
「
、
大
字

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所

県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

山
口
県
山
口
警
察
署
の
部
大
内

に
改
め
、
同
項
所
管
区
の
欄
中

た
し

給
受

」
を
「

た
し

給
受

を

」

む
囲

で
○

を
の

も

」
に
改
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

公

安

委

記
第
二
十
七
号
様
式
中

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

は
又

」
に
、
「

度
支

職
就

用
常

、

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

田
北
四
丁
目
、
大
内
矢
田
北
五

丁
目
、
大
内
矢
田
南
三
丁
目
、

大
内
矢
田
南
七
丁
目
、
大
内
矢

ン
ト
町
交
番
の
項
所
管
区
の
欄

東
須
恵
」
を
削
る
。

十
三
号

十
二
号

の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正山

交
番
の
項
位
置
の
欄
中
「
大
内
矢

「
宮
島
町
」
の
下
に
「
、
大
内
矢

に
、
「

る
す

入
記

」
を
「

す
入

記

す
る
。

員

会

」
に
、
「

金

又
金

度
支

職
就

用
常

、

及
当

手
職

退
る

す
当

相
に

び

庁事
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

丁
目
、
大
内
矢
田
北
六
丁
目
、

大
内
矢
田
南
四
丁
目
、
大
内
矢

田
南
八
丁
目
」
を
加
え
、
同
表

中
「
千
代
田
二
丁
目
」
の
下
に

関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

す
る
。

口
県
公
安
委
員
会

田
」
を
「
大
内
矢
田
北
五
丁

田
北
一
丁
目
、
大
内
矢
田
北
二

、
に

も
と

と
る

当
該
の

欄

」」

は

」
を
「

職
退
る

す
当

相
に

」
を
「

は
又

」
に
、
「

ず
い
の

え
る
。前

田
警
察
官

連
絡
所

下
関
市
前
田

二
丁
目

表
山
口
県
長
府
警
察
署
の
部

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十

表
山
口
県
萩
警
察
署
の
部
越

「
後
小
畑
及
び
」
を
加
え
、
同

う
ち
」
の
下
に
「
前
田
一
丁
目

西
町
」
の
下
に
「
、
大
字
前
田

大
字
田
部
」
を
「
菊
川
町
大
字

をに
、山

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六

か
ら
施
行
す
る
。

前
田
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
る

日ケ
浜
警
察
官
駐
在
所
の
項
所
管
区

表
山
口
県
長
府
警
察
署
の
部
土
居

、
前
田
二
丁
目
、
長
府
高
場
町
、

、
大
字
高
畑
」
を
加
え
、
同
部
菊

下
岡
枝
」
に
改
め
、
同
部
豊
田
幹

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

。 山
口
県
公
安
委
員
会

の
欄
中
「
大
字
椿
東
（
」
の
下

の
内
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「

長
府
向
田
町
、
」
を
、
「
長
府
浜

川
交
番
の
項
位
置
の
欄
中
「
菊
川

部
交
番
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一

八

にの浦町加 日

公

安

委

員

会


